
 

 

きるよう、⼭村における持続的な地域社会の維持及び形成のため、⼭村地域の特性を活か
した産業の育成による就業機会の創出、所得の向上を図ることが重要となっています。 

令和7(2025)年3⽉には⼭村振興法が改正され、同法の期限が10年間延⻑されました。農
林⽔産省では、⼭村活性化や⾃⽴的かつ持続的な発展を促し、⼭村への移住・定住や地域
間交流の促進を図るため、地域資源を活かした商品の開発等を⽀援しています。都道府県
や市町村においては、各地域の実情を踏まえた⼭村の振興に関する⽅針や計画の策定が進
められています。 

 
((22))  中中⼭⼭間間地地域域等等のの農農業業でで「「稼稼ぐぐ」」たためめのの施施策策のの推推進進  
((中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営等等をを推推進進))  

中⼭間地域を振興していくためには、清らかな⽔や冷涼な気候等を活かした農作物の⽣
産が可能である点を活かし、需要に応じた市場性のある作物や現場ニーズに対応した技術
の導⼊を進めるとともに、多様な複合経営を推進することで、新たな⼈材を確保しつつ、
多様な経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を実現できるようにする必要があります。 

このため、農林⽔産省では、中⼭間地域等直接⽀払制度により⽣産条件の不利を補正し
つつ、中⼭間地農業ルネッサンス事業等により、多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭
村の実現や、地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承に向けた取組を⽀援
しています。また、⽶、野菜、果樹、飼料等の複数の作物⽣産のほか、畜産や林業、他業
種も含めた多様な組合せによる複合経営を推進するため、農⼭漁村振興交付⾦等により地
域の様々な取組を⽀援しています。 

 

 

放放牧牧のの様様⼦⼦  
資料：増⽥好⼈さん 

((事事例例))  複複合合経経営営をを通通じじてて地地域域経経済済のの活活性性化化にに貢貢献献((佐佐賀賀県県))   
佐賀県⿅島市

か し ま し
はかんきつ類の栽培が盛んですが、⾼齢化の進⾏や後継

者不⾜から、荒廃園地の増加が課題となっています。⻑年かんきつ栽培
を営んでいた増⽥

ま す だ
好⼈
よ し と

さんは、約15年前から荒廃園地を活⽤した⽜の放
牧を開始し、果樹と畜産の複合経営を実践しています。 

増⽥さんは同市による実験放牧をきっかけに、イノシシの住みかとな
る藪

やぶ
の解消を⽬的として⽜を導⼊した後、かんきつ栽培と放牧の両⽴に

向けて、農地中間管理機構(農地バンク)を活⽤して畑、ハウス、牧場等
の農地を集約しました。また、⼤学や研究機関と連携し、スマートフォ
ンを⽤いた給餌や体重測定、ライブカメラを⽤いた健康状態の確認等の
ICT技術を活⽤した⽜の管理により、効率的な放牧を実施しています。
さらに、放牧⽜の精⾁や加⼯品を地元の道の駅で販売するなど、地域資
源のブランド化にも取り組んでいます。 

かんきつ栽培の⾯では、同市や地元の農協が推進している農法や先進
技術を導⼊し、⽢味と酸味のバランスが良いかんきつ類の⽣産に取り組
むことで付加価値を向上させ、収益性の⾼い栽培を実現しています。 

今後は、同市や集落、地域の企業、研究機関等の協⼒を得て培ったか
んきつ栽培や放牧の技術を、増⽥さんが代表を務める「かしま放

ほう
牧
ぼく

研究会
けんきゅうかい

」や道の駅等を巻き込んで展開していくことも検討しており、担
い⼿やブランドの育成を通じて地域経済の活性化に貢献していく考えで
す。 かかんんききつつのの収収穫穫のの様様⼦⼦  

資料：増⽥好⼈さん 

 

 

 
第第66節節  ⿃⿃獣獣被被害害対対策策  

 
 
野⽣⿃獣による農作物被害は、営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄や離農の要因にな

るなど、農⼭漁村に深刻な影響を及ぼしています。このため、被害防⽌のために捕獲を進
めるだけでなく、有害⿃獣をプラスの存在に変えていくことが重要であり、ジビエ1利⽤の
拡⼤に向け、より安全・安⼼なジビエを提供するための取組等が必要となっています。 

本節では、⿃獣被害防⽌対策やジビエ利⽤等に向けた取組について紹介します。 
 

((11))  ⿃⿃獣獣被被害害防防⽌⽌対対策策のの推推進進  
((野野⽣⽣⿃⿃獣獣にによよるる農農作作物物被被害害額額はは前前年年度度にに⽐⽐べべ増増加加))  

シカやイノシシ、サル等の野⽣⿃獣による農作物被害額は、平成22(2010)年度の239億
円をピークに減少傾向にあり、近年は横ばい傾向で推移していましたが、令和6(2024)年
度は188億円と、前年度に⽐べ24億円増加しました(図図表表66--66--11)。これは、北海道を中⼼に
シカの被害額が増加したことや、イノシシの被害額が全国的に増加したこと、九州地⽅を
中⼼にヒヨドリの⾶来数が増え⿃類の被害額が増加したこと等によるものです。⿃獣種類
別に⾒ると、シカによる被害額が79億円で最も多く、次いでイノシシが45億円、⿃類が31
億円となっています。 

 

 
 
野⽣⿃獣の捕獲頭数については、令和6(2024)年度はイノシシが64万3千頭と、前年度に

⽐べ12万1千頭増加しています。また、シカの捕獲頭数は73万9千頭と、前年度に⽐べ1万6
千頭増加しています。 

 
1 ⾷材となる野⽣⿃獣⾁のこと。フランス語で、gibier(ジビエ)という。 

図表6-6-1 野⽣⿃獣による農作物被害額 

資料：農林⽔産省作成 
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全国各地で⿃獣被害対策が進められている⼀⽅、野⽣⿃獣の⽣息域の拡⼤や荒廃農地の
増加等を背景として、⿃獣被害は継続的に発⽣しています。⿃獣被害は、営農意欲の減退、
耕作放棄・離農の増加等をもたらし、被害額として数字に現れる以上に深刻な影響を農⼭
漁村に及ぼしていることを踏まえ、更なる対策の強化を図っていくことが必要です。 

 
((⿃⿃獣獣のの捕捕獲獲強強化化等等にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

⿃獣被害の防⽌に向けて、⿃獣被害防⽌特措法1に基づき、市町村による被害防⽌計画の
作成や⿃獣被害対策実施隊の設置・体制強化を推進するとともに、同計画に基づく⿃獣の
捕獲体制の整備や捕獲機材の導⼊、侵⼊防⽌柵の設置、⿃獣の捕獲・追払い、緩衝帯の整
備を推進しています。また、⼤学等と連携した対策の企画を担う⾼度専⾨⼈材の育成や、
地域外の狩猟免許所持者の活⽤等を通じて、同実施隊等への配置の促進を図っています。 

令和7(2025)年4⽉末時点における同計画の作成市町村数は1,525市町村と、前年同⽉末
に⽐べ7市町村増加しました。また、同実施隊を設置する市町村数は1,266市町村、同実施
隊の隊員数は4万3千⼈となっています。農林⽔産省では、⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦に
より、同計画に基づく地域ぐるみの取組や侵⼊防⽌柵の設置、⿃獣対策に係る総合的な⼈
材育成等を⽀援しています。 

また、捕獲による個体数の管理について、農林⽔産省では、環境省と連携し、農林業や
⽣態系等に深刻な被害を及ぼしているシカ、イノシシの⽣息頭数を平成23(2011)年度⽐で
令和10(2028)年度までに半減させることを⽬標とし、捕獲強化を⽀援しているところです。 

さらに、シカやイノシシ等は、都府県や市町村をまたいで移動するため、広域的な捕獲
の強化に加え、集落点検活動を通じた侵⼊防⽌柵の正しい維持管理や放任果樹の除去等と
いった⽣息環境管理等の実施を進めるなど、集落や地域が⿃獣被害対策の当事者として主
体的に取り組むことが必要です。 

くわえて、クマについては、令和7(2025)年度のクマによる死者数が過去最多の13⼈と
なるなど、国⺠の安全・安⼼を脅かす深刻な事態となっていることを踏まえ、政府は令和
7(2025)年11⽉にクマ被害対策等に関する関係閣僚会議を開催し、関係省庁連携による緊
急的な対策を含めた総合的な施策を「クマ被害対策パッケージ」として取りまとめました。
同パッケージの関連施策を推進することにより、⼈の⽣活圏からクマを排除するとともに、
周辺地域等において捕獲等を強化することで、増え過ぎたクマの個体数の削減・管理の徹
底を図り、⼈とクマの住み分けの実現を図ることとしています。また、令和8(2026)年3⽉
に同会議において、同パッケージに含まれる施策を体系的に実施することで、クマ被害対
策の継続的かつ、効果的な推進を図ることを⽬的とし、「クマ被害対策ロードマップ」を取
りまとめました。農林⽔産省としては、捕獲単価の増額を含む農業集落周辺個体の捕獲強
化、緩衝帯・強固な柵の整備、誘引物の撤去、⼆重の電気柵による防護強化等の対策を推
進していくこととしています。 

このほか、⾼齢化が進む捕獲⼈材の育成・確保に向けて、現場での⾒学・体験を内容と
するセミナーの開催を⽀援しているほか、狩猟免許取得時の研修・講習や狩猟免許取得後
の経験の浅い者を対象としたOJT研修等の実施を⽀援しています。 

今後、野⽣⿃獣による様々な問題がますます深刻になると懸念される中、農林⽔産省で

 
1 正式名称は「⿃獣による農林⽔産業等に係る被害の防⽌のための特別措置に関する法律」 

 

 

は、ICTの更なる活⽤や侵⼊防⽌柵の広域化等の効率的な対策を講じていくこととしてい
ます。 

 

 
 

((22))  ジジビビエエ利利⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
((ジジビビエエ利利⽤⽤量量はは過過去去最最⼤⼤ででああっったた前前年年度度とと同同⽔⽔準準))  

シカやイノシシによる農作物被害が⼤きな問題となる中、捕獲された有害⿃獣はジビエ
として有効利⽤されることで、⾷⽂化をより豊かにしてくれる味わい深い⾷材となり、農
⼭村地域を活性化させ、所得を⽣み出す地域資源となります。捕獲個体を無駄なく活⽤す
ることにより、外⾷や⼩売、学校給⾷、ペットフード等の様々な分野において取組が広が
っています。 

令和6(2024)年度のジビエ利⽤頭・⽻数は、シカが最も多く12万8千頭で67%を占めてお
り、次にイノシシが4万頭となっています(図図表表66--66--22)。 

また、令和6(2024)年度のジビエ利⽤量は2,678tと、過去最⼤であった前年度と同⽔準と
なりました(図図表表66--66--33)。ペットフード向けは830tと、ジビエ利⽤量の約3割を占めており、
動物園で餌に利⽤される事例もあります。 

 

⿃獣被害は営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄の要因となっています。
さらに、この耕作放棄された農地の藪

やぶ
等が野⽣⿃獣の潜み場となることで、

農作物への更なる⿃獣被害を招く可能性があることから、このような農地
の解消を図っていくことが重要です。 

⼭⼝県下関市
しものせきし

の朝⽣
あさおい

地区では、平成14(2002)年頃からシカや
イノシシによる農作物への⿃獣被害の拡⼤もあり、耕作放棄さ
れた農地も発⽣していました。そこで、これらの農地の解消に
向けて、平成26(2014)年から、農事組合法⼈朝⽣

あさおい
が農地を借り

て、営農を再開する取組を開始しました。 
また、同県では、耕作放棄された農地等に電気牧柵等を設置

して⽜を放牧する「⼭⼝型放牧」を推進しています。同地区に
おいても、同法⼈による営農再開が難しい農地を対象に、令和
3(2021)〜5(2023)年度まで「⼭⼝型放牧」を導⼊し、雑草管理
と野⽣⿃獣の潜み場の除去を⾏いました。 

くわえて、同地区⼀体となり、野⽣⿃獣の侵⼊防⽌柵の設置
を⾏いました。 

このような取組により、同地区での野⽣⿃獣による農作物被害額は減少しました。同地区では、
近隣の地区とも連携し、地域全体となって引き続き⿃獣被害対策に取り組むこととしています。 

⼭⼭⼝⼝型型放放牧牧をを導導⼊⼊すするる前前((上上))  
とと導導⼊⼊後後((下下))のの農農地地のの⽐⽐較較  

資料：朝⽣地区 

((事事例例))  野野⽣⽣⿃⿃獣獣のの潜潜みみ場場ととななるる農農地地のの解解消消にによよりり、、⿃⿃獣獣被被害害がが減減少少((⼭⼭⼝⼝県県))  
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全国各地で⿃獣被害対策が進められている⼀⽅、野⽣⿃獣の⽣息域の拡⼤や荒廃農地の
増加等を背景として、⿃獣被害は継続的に発⽣しています。⿃獣被害は、営農意欲の減退、
耕作放棄・離農の増加等をもたらし、被害額として数字に現れる以上に深刻な影響を農⼭
漁村に及ぼしていることを踏まえ、更なる対策の強化を図っていくことが必要です。 

 
((⿃⿃獣獣のの捕捕獲獲強強化化等等にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

⿃獣被害の防⽌に向けて、⿃獣被害防⽌特措法1に基づき、市町村による被害防⽌計画の
作成や⿃獣被害対策実施隊の設置・体制強化を推進するとともに、同計画に基づく⿃獣の
捕獲体制の整備や捕獲機材の導⼊、侵⼊防⽌柵の設置、⿃獣の捕獲・追払い、緩衝帯の整
備を推進しています。また、⼤学等と連携した対策の企画を担う⾼度専⾨⼈材の育成や、
地域外の狩猟免許所持者の活⽤等を通じて、同実施隊等への配置の促進を図っています。 

令和7(2025)年4⽉末時点における同計画の作成市町村数は1,525市町村と、前年同⽉末
に⽐べ7市町村増加しました。また、同実施隊を設置する市町村数は1,266市町村、同実施
隊の隊員数は4万3千⼈となっています。農林⽔産省では、⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦に
より、同計画に基づく地域ぐるみの取組や侵⼊防⽌柵の設置、⿃獣対策に係る総合的な⼈
材育成等を⽀援しています。 

また、捕獲による個体数の管理について、農林⽔産省では、環境省と連携し、農林業や
⽣態系等に深刻な被害を及ぼしているシカ、イノシシの⽣息頭数を平成23(2011)年度⽐で
令和10(2028)年度までに半減させることを⽬標とし、捕獲強化を⽀援しているところです。 

さらに、シカやイノシシ等は、都府県や市町村をまたいで移動するため、広域的な捕獲
の強化に加え、集落点検活動を通じた侵⼊防⽌柵の正しい維持管理や放任果樹の除去等と
いった⽣息環境管理等の実施を進めるなど、集落や地域が⿃獣被害対策の当事者として主
体的に取り組むことが必要です。 

くわえて、クマについては、令和7(2025)年度のクマによる死者数が過去最多の13⼈と
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今後、野⽣⿃獣による様々な問題がますます深刻になると懸念される中、農林⽔産省で

 
1 正式名称は「⿃獣による農林⽔産業等に係る被害の防⽌のための特別措置に関する法律」 

 

 

は、ICTの更なる活⽤や侵⼊防⽌柵の広域化等の効率的な対策を講じていくこととしてい
ます。 

 

 
 

((22))  ジジビビエエ利利⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
((ジジビビエエ利利⽤⽤量量はは過過去去最最⼤⼤ででああっったた前前年年度度とと同同⽔⽔準準))  

シカやイノシシによる農作物被害が⼤きな問題となる中、捕獲された有害⿃獣はジビエ
として有効利⽤されることで、⾷⽂化をより豊かにしてくれる味わい深い⾷材となり、農
⼭村地域を活性化させ、所得を⽣み出す地域資源となります。捕獲個体を無駄なく活⽤す
ることにより、外⾷や⼩売、学校給⾷、ペットフード等の様々な分野において取組が広が
っています。 

令和6(2024)年度のジビエ利⽤頭・⽻数は、シカが最も多く12万8千頭で67%を占めてお
り、次にイノシシが4万頭となっています(図図表表66--66--22)。 

また、令和6(2024)年度のジビエ利⽤量は2,678tと、過去最⼤であった前年度と同⽔準と
なりました(図図表表66--66--33)。ペットフード向けは830tと、ジビエ利⽤量の約3割を占めており、
動物園で餌に利⽤される事例もあります。 

 

⿃獣被害は営農意欲の減退をもたらし、耕作放棄の要因となっています。
さらに、この耕作放棄された農地の藪

やぶ
等が野⽣⿃獣の潜み場となることで、

農作物への更なる⿃獣被害を招く可能性があることから、このような農地
の解消を図っていくことが重要です。 

⼭⼝県下関市
しものせきし

の朝⽣
あさおい

地区では、平成14(2002)年頃からシカや
イノシシによる農作物への⿃獣被害の拡⼤もあり、耕作放棄さ
れた農地も発⽣していました。そこで、これらの農地の解消に
向けて、平成26(2014)年から、農事組合法⼈朝⽣

あさおい
が農地を借り

て、営農を再開する取組を開始しました。 
また、同県では、耕作放棄された農地等に電気牧柵等を設置

して⽜を放牧する「⼭⼝型放牧」を推進しています。同地区に
おいても、同法⼈による営農再開が難しい農地を対象に、令和
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くわえて、同地区⼀体となり、野⽣⿃獣の侵⼊防⽌柵の設置
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近隣の地区とも連携し、地域全体となって引き続き⿃獣被害対策に取り組むこととしています。 

⼭⼭⼝⼝型型放放牧牧をを導導⼊⼊すするる前前((上上))  
とと導導⼊⼊後後((下下))のの農農地地のの⽐⽐較較  

資料：朝⽣地区 

((事事例例))  野野⽣⽣⿃⿃獣獣のの潜潜みみ場場ととななるる農農地地のの解解消消にによよりり、、⿃⿃獣獣被被害害がが減減少少((⼭⼭⼝⼝県県))  
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((消消費費者者へへのの直直接接販販売売やや外外⾷⾷産産業業・・宿宿泊泊施施設設向向けけののジジビビエエ販販売売数数量量がが増増加加))  
⾷⾁処理施設からのジビエ販売数量を⾒ると、令和6(2024)年度は⼩売業者や卸売業者

向けが前年度に⽐べ減少した⼀⽅、消費者への直接販売や外⾷産業・宿泊施設向けは増加
しました(図図表表66--66--44)。 
 

 
((捕捕獲獲かからら消消費費ままででののジジビビエエ利利⽤⽤のの拡拡⼤⼤にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

有害⿃獣を捕獲しても、捕獲の⽅法によってはジビエに適さないため、捨てられてしま
うこともあることから、そのような事例を減らすことが重要です。このため、農林⽔産省
では、ハンターがジビエに適した捕獲⽅法等の知識を学べるジビエハンター育成研修制度

図表6-6-2 ジビエ利⽤頭・⽻数 

資料：農林⽔産省「野⽣⿃獣資源利⽤実態調査」を基に作成 
注：「その他」は、⾃家消費向け⾷⾁、解体処理のみを請け負って

依頼者へ渡した⾷⾁の計 

図表6-6-3 ジビエ利⽤量 

資料：農林⽔産省「野⽣⿃獣資源利⽤実態調査」を基に作成 
注：「その他」は、クマ、⿃類、その他の計 
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を令和5(2023)年度から開始し、令和7(2025)年度までに33回の研修を開催し、1,028⼈が
受講しました。 

また、ジビエの利⽤拡⼤に当たっては、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対
する安⼼の確保が必要です。このため、農林⽔産省では、国産ジビエ認証制度に基づき、
厚⽣労働省のガイドラインに基づく衛⽣管理の遵守やトレーサビリティの確保に取り組む
ジビエの⾷⾁処理施設を認証しており、令和8(2026)年3⽉末時点の認証施設数は33施設と
なっています。 

さらに、処理加⼯施設が新たに雇⽤契約をした従業員等を対象とした処理加⼯現場での
OJT研修を⽀援しています。 

このほか、需要喚起のためのプロモーション等に取り組んでお
り、ポータルサイト「ジビエト」では、ジビエを提供している飲
⾷店等の情報を掲載しています。令和7(2025)年11⽉から令和
8(2026)年2⽉にかけて、全国ジビエフェアを開催し、特設ウェブ
サイトにてジビエメニューを提供する全国の飲⾷店等を紹介しま
した。 

 

 

ジビエ利⽤の更なる拡⼤には、観光等の付加価値の⾼い分野でのサービス
と組み合わせて、新たな需要を喚起し、消費拡⼤を図ることが重要です。 

岩⼿県⼤槌町
おおつちちょう

の兼
かね

澤
さわ

幸男
ゆ き お

さんは、農林業へ被害を及ぼすシカを価値のある
ものへ変えるとともに、地域の活性化につなげたいという想いがありました。
このため、「害獣」を「まちの財産」に変えることを⽬的に、令和元(2019)年
にMOMIJI

モ ミ ジ
株式会社を設⽴し、ジビエ⾷⾁加⼯販売や、⾓・⾰の製品化等の様々

な活動に地域全体で取り組んでいます。 
同社では、⾃然あふれる同町の⼭や狩猟場は、体験価値の⾼いものであると考え、令和2(2020)

年度から、シカの狩猟やジビエの魅⼒を現場で体験できるジビエツーリズムの取組を開始しました。
開始当初は、同ツーリズムへの参加者を呼び込むことが課題と考えていましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により地⽅への関⼼が⾼まっていたことや、ECサイトを活⽤したジビエの販売を
通じて消費者の間で同社の認知度が向上していたこと等もあり、同ツーリズムは開始当初から⼈気
があり、継続的に同県内外から多くの⼈が参加しています。 

同ツーリズムでは、プロハンターの狩猟に同⾏し、実際の狩
猟を間近で⾒学できる「狩猟同⾏」や、ハンターからシカ⾁の
おいしい焼き⽅を教えてもらえる「ジビエバーベキュー」等の
多岐にわたるプログラムが実施されています。同社では、ジビ
エ・狩猟の価値をより多くの⼈に届けるため、今後は、シカの
⾓・⾰を使⽤したワークショップといったプログラムも実施し
ていきたいと考えています。 

ジジビビエエババーーベベキキュューー  
資料：MOMIJI株式会社 

((事事例例))  狩狩猟猟⾒⾒学学ややジジビビエエのの調調理理⽅⽅法法をを学学べべるる、、ジジビビエエツツーーリリズズムムをを展展開開((岩岩⼿⼿県県))  

ジジビビエエトト  
URL：https://gibierto.jp 
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((事事例例))  狩狩猟猟⾒⾒学学ややジジビビエエのの調調理理⽅⽅法法をを学学べべるる、、ジジビビエエツツーーリリズズムムをを展展開開((岩岩⼿⼿県県))  

ジジビビエエトト  
URL：https://gibierto.jp 
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